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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成21年11月19日(2009.11.19)

【公開番号】特開2009-32525(P2009-32525A)
【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-006
【出願番号】特願2007-195183(P2007-195183)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   7/09     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13357  (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ   1/00    　　　Ｅ
   Ｆ２１Ｖ   7/09    ５１０　
   Ｆ２１Ｖ   7/00    ５１０　
   Ｆ２１Ｖ   7/00    ５３０　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｌ
   Ｇ０２Ｆ   1/13357 　　　　
   Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年10月6日(2009.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一平面上に複数が連接配置される面照明ユニットであって、
　前記面照明ユニットは、中央に点光源用の孔が形成された底面部および前記底面部の周
囲にあって対向する一方の一対の側面および他方の対向する一対の側面を有するケーシン
グと、
　前記底面部と所定の間隔を隔てて略平行に対向配置された光学反射板と、を備え、
　前記対向する一対の側面のいずれか一方の対向する一対の側面に側壁部および他方の対
向する一対の側面に開口部を設け、
　前記底面部の表面、前記側壁部の内外面および前記光学反射板の内面が反射面で形成さ
れ、前記開口部は他の面照明ユニットとの連接時に該他の面照明ユニットの側壁部で塞が
れる形状に形成されていることを特徴とする面照明ユニット。
【請求項２】
　請求項１記載の面照明ユニットにおいて、
　前記対向する一つの側壁部の一方に、前記底面部および前記光学反射板が一体に連結さ
れ、さらに、該光学反射板の前記一つの側壁部と連結された一辺と対向した一辺に他の側
壁部が一体に連結されていることを特徴とする面照明ユニット。
【請求項３】
　請求項１または２記載の面照明ユニットと、
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　前記孔に配置され、光を放射する単体又は複数の集合体からなる一群の光源と、
　を備える面照明光源装置。
【請求項４】
　請求項３記載の面照明光源装置が同一平面上にマトリクス状に複数配置されてなる面照
明装置において、
　一つの面照明ユニットの前記側壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口し
た側面とが接するように各面照明ユニットが配置されていることを特徴とする面照明装置
。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の面照明ユニットの製造用展開基板であって、
　前記底面部の対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の一方と、
　前記光学反射板の対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の他方とを備え、
　前記底面部の対向する辺の他方は前記側壁部の他方と連結または前記光学反射板の対向
する辺の他方は前記側壁部の一辺と連結されていることを特徴とする面照明ユニットの製
造用展開基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】面照明ユニット、面照明光源装置、面照明装置および面照明ユニットの製
造用展開基板
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、ＬＣＤバックライト、照明用看板、自動車・車両等の表示装置に使用される
面照明光源装置に用いられる面照明ユニット、面照明光源装置、面照明装置および面照明
ユニットの製造用展開基板に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。すなわち、本発明
の一態様によれば、本発明の面照明ユニットは、同一平面上に複数が連接配置される面照
明ユニットであって、前記面照明ユニットは、中央に点光源用の孔が形成された底面部お
よび前記底面部の周囲にあって対向する一方の一対の側面および他方の対向する一対の側
面を有するケーシングと、前記底面部と所定の間隔を隔てて略平行に対向配置された光学
反射板と、を備え、前記対向する一対の側面のいずれか一方の対向する一対の側面に側壁
部および他方の対向する一対の側面に開口部を設け、前記底面部の表面、前記側壁部の内
外面および前記光学反射板の内面が反射面で形成され、前記開口部は他の面照明ユニット
との連接時に該他の面照明ユニットの側壁部で塞がれる形状に形成されていることを特徴
とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、前記対向する一つの側壁部の一方に、前記底面部および前記光学反射板が一体に
連結され、さらに、該光学反射板の前記一つの側壁部と連結された一辺と対向した一辺に
他の側壁部が一体に連結されていることが望ましい。
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明光源装置は、前記面照明ユニットと前記孔に
配置され、光を放射する単体又は複数の集合体からなる一群の光源と、を備えることを特
徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明装置は、前記面照明光源装置が同一平面上に
マトリクス状に複数配置されてなる面照明装置において、一つの面照明ユニットの前記側
壁部とこれに連接する他の面照明ユニットの前記開口した側面とが接するように各面照明
ユニットが配置されていることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、本発明の面照明ユニットの製造用展開基板は、前記底面部の
対向する辺の一方に連結されている前記側壁部の一方と、前記光学反射板の対向する辺の
一方に連結されている前記側壁部の他方とを備え、前記底面部の対向する辺の他方は前記
側壁部の他方と連結または前記光学反射板の対向する辺の他方は前記側壁部の一辺と連結
されていることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明の実施の形態にかかる面照明ユニットの斜視図である。
　面照明ユニット１３は、正方形状の底面部１４、および底面部１４から立設され対向す
る一対の側面に設けられた側壁部１５１、１５２を有するケーシング１６と、光学反射板
１７と、を備える。そして、面照明ユニット１８の他の一対の側面は、開口している。開
口した他の一対の側面を開口部１８１、１８２と呼ぶ。すなわち、面照明ユニット１３は
、全体として一対の側面（１８１、１８２）が開口した箱型をなしている。底面部１４、
側壁部１５１、１５２の内側および外側には、反射面が形成され、光を反射する機能を有
している。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１６】
　本実施形態では、底面部１４、側壁部１５１、１５２、および光学反射板１７は、所定
の形に打ち抜かれた単板を折り曲げることにより構成されている。
　そして、この単板の材料としては、光吸収の少ない材質が用いられ、超微細発泡光反射
板、チタンホワイトの微粒子をエマルジョン化したもの、ポリテトラフロロエチレン（ｐ
ｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｏ　ｃａｒｂｏｎ）の微粒子のいずれか、またはこれらの組み合わせ
たものからなっている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　光源１１は、点光源からなり、発光ダイオードやレーザダイオード（ＬＤ）のように自
ら発光する素子のみならず、導光ワイヤ等によって導かれた光をも含む概念である。また
、光源１１は、発光素子が１個の単体のみならず、複数の発光素子が近接して配置された
集合体である場合をも含む。さらに、例えば光の三原色である赤、青、緑の発光素子を近
接配置した場合も含む。
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